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令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率意見書 

 

第１ 審査の対象 

令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率並びに

それらの算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

第２ 審査の期間 

令和６年７月２６日（金） 

 

第３ 審査の方法 

市長から提出された健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率、並びにそれ

らの算定の基礎となる事項を記載した書類が、関係法令の規定に沿って作成されて 

いるかなどに主眼を置き、証拠書類と照合を行うとともに、関係職員から説明を聴取

するなどの方法により審査を実施した。 

 

第４ 審査の結果 

１ 健全化判断比率 

（１）総合意見 

審査に付された令和５年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎と 

なる事項を記載した書類は、いずれも関係法令の規定に沿って作成されているもの

と認められた。健全化判断比率は次表のとおりで、早期健全化基準を下回っている

ことから財政状況が著しく悪化している状況ではなく、今後とも財政の健全性確保

に努められたい。 

比率 早期健全化基準 財政再生基準

① 実 質 赤 字 比 率 － 13.55% 20.00%

② 連 結 実 質 赤 字 比 率 － 18.55% 30.00%

③ 実 質 公 債 費 比 率 7.3% 25.0% 35.00%

④ 将 来 負 担 比 率 23.6% 350.0% －

※
実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全化基準については、あわら市の財政規模に
応じた基準

                      令和５年度      　　  (単位：％）

 

 

（２）個別意見 

①実質赤字比率 

一般会計等の令和５年度決算収支において実質赤字額は生じていない。 
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②連結実質赤字比率 

全会計の令和５年度決算収支において連結実質赤字額は生じていない。 

 

③実質公債費比率 

芦原温泉駅周辺整備事業の起債元金返済の開始による元利償還金額の増大や、 

金津雲雀ヶ丘寮土地建物使用料の猶予による公債費への充当財源の減少により、 

実質公債費率（単年度）は増加した。 

実質公債費比率の３カ年平均は7.3％で、前年度7.0％と比較して増加している 

ものの､早期健全化基準の25.0％は下回っており、公債費の財政負担が当該年度の

標準財政規模等に比して著しく過大な状況にはない。しかし、今後も芦原温泉駅 

周辺整備事業、道の駅「蓮如の里あわら」等の大規模事業に係る元利償還金が増加

することから、実質公債比率は高まると思われる。 

 

④将来負担比率 

令和５年度末における将来負担比率は23.6％で、対前年度比4.4％の減となった。

これは、ふるさと納税寄附額の伸びが好調なことで、充当可能基金であるふるさと

あわらサポート基金残高が増加し将来負担額が減少したことによる。早期健全化基

準の350.00％を大きく下回っており、将来の市債償還や債務負担行為の支出予定額

等が当該年度の標準財政規模等に比して著しく過大な状況にはない。 

しかし、今後は北陸新幹線整備関連事業、道の駅「蓮如の里あわら」等の大規模

事業の終了で地方債発行の減額が見込まれるものの、財源不足を補うための財政 

調整基金の取崩しや、合併特例債残高の減少による充当可能財源等の減少で、将来

負担比率は増加すると思われる。 

 

 

２ 資金不足比率 

（１）総合意見 

審査に付された令和５年度決算に基づく各公営企業会計の資金不足比率及び 

その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも関係法令の規定に沿って 

作成されているものと認められた。資金不足比率は次表のとおりで、２つの会計 

全てにおいて資金の不足額は生じていないことから経営資金の状況が著しく悪化

している状況にはなく、今後とも経営の健全性確保に努められたい。 

特別会計の名称 令和５年度 経営健全化基準

水 道 事 業 会 計 －

公共下水道事業会計 －
20.0%
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【 審査資料 】 

１ 健全化判断比率等の対象会計等 

健全化判断比率及び資金不足比率の対象会計等は、次のとおりである。 

農業者労働災害共済特別会計

公 用 地 先 行 取 得 事 業 費
特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

水 道 事 業 会 計

公 共 下 水 道 事 業 会 計

　地公企法は地方公営企業法、地財令は地方財政法施行令をいう。また、法適用とは地方公営企
業法を全部又は一部適用する公営企業であり、法非適用とは法適用以外の公営企業をいう。

公
　
営
　
事
　
業
　
会
　
計

一般会計等以外
の特別会計のう
ち、公営企業に

係る
特別会計

以外の会計

公
営
企
業
会
計

公営企業に
係る会計

（地公企法
を適用する
事業又は地
財令第37条
の事業）

法
適
用

地 方 公 社 ・ 第 三 セ ク タ ー

(注）1

区 分 ・ 会 計 名 等 健全化判断比率等の対象

一
般
会
計
等

一 般 会 計

一 部 事 務 組 合 ・ 広 域 連 合

一般会計等に属
する

特別会計

連

結

実

質

赤

字

比

率

実
質
赤
字
比
率 実

質

公

債

費

比

率

将

来

負

担

比

率

資
金
不
足
比
率
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２ 健全化判断比率 

（１）実質赤字比率 

実質赤字比率は一般会計等における実質赤字額の標準財政規模に対する比率で

あり、財政収支のフロー面からその年の決算により生じた実質赤字額が、標準的な 

一般財源規模のどの程度の割合になるかを示す指標。この比率が一定基準（早期 

健全化基準、財政再生基準）以上となった場合は、基準に応じて財政健全化を図る

ための具体的な計画(財政健全化計画又は財政再生計画)の策定と実施が義務づけ

られている。 

一般会計等の実質赤字額（A)
標準財政規模（B)

【実質赤字比率の算定方法】

　(注)　 1　　一般会計等の実質赤字額は、一般会計及び特別会計のうち普通会計(一般会計に
　　　　　　　準ずる会計)に相当する会計における実質赤字の額である。
　　　　 2　　標準財政規模とは、標準的な状態のとき通常収入されるであろう経常的な一般
　　　　　　　財源の規模を示すものであり、標準税収入額等に普通地方交付税及び臨時財政
　　　　　　　対策債発行可能額を加えたものである(以下同じ)。

実質赤字比率　＝

 

各年度決算における実質赤字比率 

早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 - - 13.55% 20.00%

区　　分 令和４年度 令和５年度
判　断　基　準

 

令和５年度決算における実質赤字比率は、前年度と同じく一般会計等の実質収支

が黒字となっていることから生じておらず、財政健全化計画の策定等が求められる

判断基準を下回っている。なお、実質赤字比率の算定内訳は次のとおり。 

 

(単位：千円、％、ﾎﾟｲﾝﾄ）

金額等 比率

(A) 930,186 832,593 △ 97,593 △ 10.5

930,177 831,615 △ 98,562 △ 10.6

9 978 969 10,766.7

農業者労働災害共済特別会計 9 978 969 10,766.7

公共用地先行取得事業特別会計 0 0

(B) 8,729,198 8,854,279 125,081 1.4

- - - -

（A)／（B)×100 10.65 9.40 △ 1.25 -

(注）実質収支額が黒字の場合は金額をプラス表示し、赤字の場合は実質赤字額として△表示している。

令和５年度令和４年度
増　　減

区　　　分

実 質 赤 字 比 率

一 般 会 計 等 の 実 質 収 支 額

一 般 会 計

一般会計等に属する特別会計

標 準 財 政 規 模
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（２）連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は全会計における実質赤字額(公営企業にあっては資金不足

額)の標準財政規模に対する比率であり、財政収支のフロー面からその年の決算 

により生じた実質赤字額が標準的な一般財源規模のどの程度の割合になるかを 

示す指標。この比率が一定基準(早期健全化基準、財政再生基準)以上となった場合

は、実質赤字比率の場合と同じく財政健全化計画の策定等が義務づけられている。 
 

連結実質赤字額（A)
標準財政規模（B)

      連結実質赤字比率 ＝ 

【連結実質赤字比率の算定方法】

　(注)　連結実質赤字額は、一般会計及び公営企業(地方公営企業法適用企業・法非適用企業)
　　　　以外の特別会計の実質収支額と公営企業の特別会計の資金の不足額・余剰額の合計が
　　　　マイナスとなった場合の額である。

 

 

各年度決算における連結実質赤字比率 

早期健全化基準 財政再生基準

連結実質赤字比率 － － 18.55% 30.00%

区　　分 令和４年度 令和５年度
判　断　基　準

 

令和５年度決算における連結実質赤字比率は、前年度と同じく対象会計全体の財

政収支が黒字となっていることから生じていない。なお、連結実質赤字比率の算定

内訳は次のとおり。 

（単位：千円、％、ﾎﾟｲﾝﾄ）

金額等 比率

1,776,040 1,800,001 23,961 1.3

930,177 831,615 △ 98,562 △ 10.6

農業者労働災害共済
特 別 会 計 9 978 969 10,766.7

公共用地先行取得事業
特 別 会 計 0 0 0 －

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 99,731 124,270 24,539 24.6

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計 86 414 328 381.4

水 道 事 業 会 計 576,526 689,165 112,639 19.5

公共下水道事業会計 169,511 153,559 △ 15,952 △ 9.4

8,729,198 8,854,279 125,081 1.4

- - - -

20.35 20.33 - △ 0.02

（注） 　
１　実質収支額が黒字又は資金剰余額が生じている場合は金額をプラス表示し、実質収支が赤字又は資金不足額が

  　生じている場合は金額を△表示している。

２　資金不足額・剰余額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号）等により、
　　法適用公営企業にあっては流動資産の額と流動負債の額を基礎として、法非適用公営企業にあっては歳入歳出
　　決算額に地方債残高や将来の土地収入見込額等を基礎として算定される。

令和５年度
増　　減

連 結 実 質 収 支 額 等 （ A ）

区　　　　分

一般会計及び
公営企業以外の

特別会計の
実質収支額 一般会計等以外

のうち公営企業
に係る特別会計

以外の会計

令和４年度

公営企業に係る
会計の資金不足

額余剰資金

（A）／（B）×100

標　準　財　政　規　模　（B）  

連　結　実　質　赤　字　比　率  

一　　　般　　　会　　　計

法
適
用

宅地造成
事業以外

一般会計等に
属する特別会

計
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（３）実質公債費比率 

実質公債費比率は、市債元利償還費(繰上償還など臨時的なものを除く)と公営 

企業債償還費に対する一般会計繰入金など、公債費に準ずる経費に充てた一般財源

が標準財政規模に占める割合から、実質的な公債費の財政負担状況を示す比率。 

この比率が一定基準(早期健全化基準、財政再生基準)以上となった場合は、基準に

応じて財政健全化計画等の策定が義務づけられており、18.0％以上の団体は起債に

当たり許可が必要となる。 

＝

(注) １ 地方債の元利償還金は繰上償還などの臨時的なものを除いており、準元利償還金は一般会計から

　　　　一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還に充てたと認められるもの等を

　　　　いう。

　　 ２ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は、普通地方交付税算定において基準財政

　　　　需要額に算入された額である。

【実質公債費比率の算定方法】

地方債の元利償還金(A)＋準元利償還金(B)－元利償還金又は準元利償還金に充てられた特定財源(C)

標準財政規模（E)

実質公債費比率

× 100の３か年平均
　－　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（D)

　－　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（D)

 

 

各年度決算における実質公債費比率 

早期健全化基準 財政再生基準

7.0% 7.3% 25.0% 35.0%

区　　分 令和５年度
判　断　基　準

令和４年度

実質公債費比率
(3ヵ年平均)  

令和５年度決算における実質公債費比率は7.3％(対前年度比＋0.3ポイント)で、 

早期健全化基準、市債発行に許可が必要な基準を下回っている。なお、実質公債費

比率の算定内訳は次のとおり。 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

・ (B) 517,308 495,040 486,929

　公営企業債等元利償還に充てた
　一般会計等からの繰出金

　債務負担行為に基づく支出のうち
　公債費に準ずるもの

　一時借入金の利子 0 0 0
　組合等が起こした地方債の償還に
　充てた一般会計等の負担額

495,786 557,413 588,507

・ (E) 9,117,331 8,729,198 8,854,279

7,602,750 7,285,028 7,410,519

・

・ 6.7 7.0 7.3

・

・

・

1,566,389

398,591

0

96,449

59,846

1,444,170

特定財源
元利償還金・準元利償還金に充てられた

(C)

実質公債費比率 (３か年平均）

（A)＋（B)－（C)－(D)

標準財政規模

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政

（E)　－　（D)

実質公債費比率 (単年度）
（A)＋（B)－（C)－(D)／（E)－（D)×100

(D)
需要額算入額

　（　繰 上 償 還 額 を 除 く　）

区　　　　分

一般会計の地方債元利償還金 (A)

準元利償還金

6.52114

1,553,532

420,832

0

96,476

7.94151

60,473

1,514,581

1,571,416

383,391

0

103,538

26,078

1,443,760

7.65149

 



 - 7 -

（４）将来負担比率 

将来負担比率は、標準的な一般財源の規模に対し一般会計等が将来負担すべき 

実質的な負債に係る一般財源の比率であり、一般会計等が背負っている諸債務の 

ストックが標準的な一般財源収入の何年分に相当するかを示す趣旨の指標。この比

率が早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画の策定等が義務づけられ

ている。 

なお、この指標においては、一般会計等に係る地方債残高や公営企業など、一般

会計等以外の会計に係る地方債の償還に充てるための、一般会計等からの繰出金の

ほか、損失補償契約に基づき見込まれる負担額等が対象となる。 

 

【将来負担比率の算定方法】

将来負担額（A) － 充当可能財源等（B)

元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額（D)

将来負担比率 ＝
標準財政規模（C) －

 

 

各年度決算における将来負担比率 

早期健全化基準 財政再生基準

将来負担比率 28.0% 23.6% 350.0%

区　　分 令和５年度
判　断　基　準

令和４年度

 

令和５年度決算における将来負担比率は23.6％（対前年度比△4.4ポイント）で、

早期健全化基準350.0％は下回っている。なお、将来負担比率の算定内訳は次の   

とおり。 

 

(単位：千円、％、ﾎﾟｲﾝﾄ）

金額等 比率

将 来 負 担 額 (A) 23,998,702 23,084,260 △ 914,442 △ 3.8

充 当 可 能 財 源 等 (B) 21,957,452 21,330,639 △ 626,813 △ 2.9

（A)－（B) 2,041,250 1,753,621 △ 287,629 △ 14.1

標 準 財 政 規 模 (C) 8,729,198 8,854,279 125,081 1.4

元利償還金・準元利償還金に係る

基 準 財 政 需 要 額 算 入 額

(C)－（D) 7,285,028 7,410,519 125,491 1.7

将 来 負 担 比 率
((A)－(B))／(C)－(D))×100

△ 0.0

28.00

△ 4101,444,170

△ 4.4 －

区　　　分 令和５年度

23.6

(D) 1,443,760

増　　減
令和４年度
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将来負担額（A）の内訳 

(単位：千円、％）

金額等 比率

23,998,702 23,084,260 △ 914,442 △ 3.8

① 一般会計等の地方債現在高 17,611,810 17,076,907 △ 534,903 △ 3.0

② 債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0 －

③
公営企業債等元金償還に充てる
一 般 会 計 等 の 繰 出 し 見 込 額 3,706,107 3,485,913 △ 220,194 △ 5.9

④
組合等の地方債の償還に係る
一 般 会 計 等 の 負 担 見 込 額 574,246 495,238 △ 79,008 △ 13.8

⑤
退 職 手 当 支 給 予 定 額 の
一 般 会 計 等 の 負 担 見 込 額 2,106,539 2,026,202 △ 80,337 △ 3.8

⑥
設立法人等の負債額等に係る
一 般 会 計 等 の 負 担 見 込 額 0 0 0 －

⑦
組合等の連結実質赤字額に係る
一 般 会 計 等 の 負 担 見 込 額 0 0 0 －

⑧ 連 結 実 質 赤 字 額 0 0 0 －

増　　減

将 来 負 担 額 (A)

区　　　分 令和５年度令和４年度

  

 

なお、令和５年度における将来負担額(A)の算定内訳は次のとおり。 

（単位：千円）

一般会計等の

地方債現在高

公営企業債等

元金償還に充
てる一般会計
等の繰入見込

額

組合等の地方

債の償還に係
る一般会計等
の負担見込額

退職手当支給

予定額の一般
会計等の負担

見込額

17,076,907 － － 2,026,202

国民健康保険特別会計 － － － －
後期高齢者医療保険特別会計 － － － －

<宅地造成事業以外>

水道事業会計 － 291,820 － －
公共下水道事業会計 － 3,194,093 － －

嶺北消防組合 － － 316,085 －
福井坂井地区広域市町村圏事務組合 － － 179,153 －

土地改良区 － － － －

17,076,907 3,485,913 495,238 2,026,202

将　来　負　担　額

区　　　分

23,084,260

計

法

適
用

(注) １　退職手当支給予定額の一般会計等の負担見込額は、職員全員が自己都合で令和3年度末に退職

　　　　 すると仮定した場合に一般会計が実質的に負担すると見込まれる額である。
     ２　設立法人等の負債額等に係る一般会計等の負担見込額は、設立した一定の法人の負債の額や

         損失補償等債務に係るもので同法人の財務・経営状況を基に財政健全化関係法令等の規定に

         より一定の基準で算出される額である。

一　般　会　計

公営企業に係る会計

一部事務組合・広域連合

　地方公社・第三セクター

合 計

　一般会計等以外の特別会計のうち、

　公営企業に係る特別会計以外の会計
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充当可能財源等（B）の内容 

金額等 比率

(B) 21,957,452 21,330,639 △ 626,813 △ 2.9

充 当 可 能 基 金 額 ① 5,734,223 6,185,300 451,077 7.9

特 定 財 源 見 込 額 ② 91,207 61,377 △ 29,830 △ 32.7
地 方 債 現 在 高 等 に

係 る 基 準 財 政 需 要 額
算 入 見 込 額

16,132,022 15,083,962 △ 1,048,060 △ 6.5

　(注) １　充当可能基金額とは、地方債の償還に充当が可能な基金の額である。

　　　 ２　特定財源見込額とは、地方債の償還に充当が可能な特定の歳入の見込額である。

　　　 ３　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額とは、将来発生する地方債元 金償還や準元金償還に

　　　     要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額である。

(単位：千円、％）

増　　減

充 当 可 能 財 源 等

区　　　分 令和５年度令和４年度

  
 

ａ 充当可能基金額①の内訳 

(単位：千円、％）

金額等 比率
財 政 調 整 基 金 3,754,000 3,880,000 126,000 3.4
減 債 基 金 315,265 373,956 58,691 18.6
自 動 車 購 入 基 金 16,328 16,329 1 0.0
土 地 開 発 基 金 199,425 199,429 4 0.0
ふ る さ と 創 生 基 金 80,394 67,426 △ 12,968 △ 16.1
福 祉 基 金 225,798 220,298 △ 5,500 △ 2.4
金 津 雲 雀 ヶ 丘 寮 基 金 23,566 21,419 △ 2,147 △ 9.1
工 業 等 振 興 基 金 1,076 807 △ 269 △ 25.0
南部土地区画整理基金 29,960 29,964 4 0.0
学 校 施 設 整 備 基 金 70,006 80,006 10,000 14.3
ふるさとあわらサポート基金 503,544 802,273 298,729 59.3
森 林 環 境 譲 与 税 基 金 2,028 1,981 △ 47 △ 2.3

新型コロナウイルス感染
症 対 策 利 子 補 給 基 金

4,160 4,178 18 0.4

国 民 健 康 保 険 基 金 474,541 454,599 △ 19,942 △ 4.2
農業者労働災害共済基金 34,132 32,635 △ 1,497 △ 4.4

合　　　　計 5,734,223 6,185,300 451,077 7.9

      

区　　　分 令和５年度
増　　減

令和４年度

　(注)　金額は各年度末における現金預金の保有高であり、出納整理期間における他会計との
      積立て及び取崩しを含む。

 

 

b 特定財源見込額②の内訳 

(単位：千円、％）

金額等 比率

公 営 住 宅 使 用 料 91,207 61,377 △ 29,830 △ 32.7

(注) 公営住宅使用料は、主に公営住宅建設事業債の各年度末現在高相当額である。

区　　　分 令和５年度
増　　減

令和４年度
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３ 資金不足比率 

資金不足比率は公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率であり、

公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標

化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標。この比率が経営健全化基準以上となっ

た場合は経営健全化計画の策定等が義務づけられている。 

 

資金不足額（A)
事業の規模（B)

資金不足比率 ＝

(注)　１ 資金の不足額は、公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業に

          ついては流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本とし、法非適用企業に
          ついては一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としている。
　　　※ 宅地造成事業を行う企業会計については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関す
          る特例がある。
　　　２ 事業の規模は法適用企業については「営業収益の額－受託工事収益の額」、法非適用
         企業については「営業収益に相当する収入の額－ 受託工事収益に相当する収入の額」
         により算出する。
　　　※ 宅地造成事業のみを行う公営企業については「事業経営のための財源規模」 (調達した
          資金規模)を示す資本及び負債の合計額としている。

【資金不足比率の算定方法】

 

 

（２）各年度決算における資金不足比率 

判断基準
経営健全化基準

水 道 事 業 会 計 － －

公 共 下 水 道 事 業 会 計 － －

(注） 「－」の表示は、資金不足がないことを表している。

資金不足
比 率

20.0%

区　　分 特別会計の名称 令和５年度令和４年度

 

令和５年度決算における資金不足比率は生じておらず、経営健全化計画の策定等

が求められる基準を下回っている。なお、資金不足比率の算定内訳は次のとおり。 

 

資金の不足額・剰余額 (A)

事 業 の 規 模 (B)

資 金 不 足 比 率

(A)／(B)×100　 ( 108.0 ) ( 128.6 ) ( 20.6 )

資金の不足額・剰余額 (A)

事 業 の 規 模 (B)

資 金 不 足 比 率

(A)／(B)×100　 ( 29.2 ) ( 26.3 ) ( △ 2.9 )

(単位：千円、％、ﾎﾟｲﾝﾄ）

169,511

580,816

令和４年度

－

576,526

533,676

－

535,944

－
水道事業会計

－

令和５年度

153,559

583,561

－

689,165

    (注)  資金に剰余額が生じている場合は金額を△表示し、不足額が生じている場合は金額
        をプラス表示している。

増　　減

△ 15,952

2,745

－

112,639

2,268

特別会計の名称 区　　　分

公 共 下 水 道
事 業 会 計

 


